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至誠館大学倫理委員会規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、至誠館大学学則第７条に基づき、至誠館大学倫理委員会（以下「委

員会」という。）について、必要な事項を定める。 

（目的） 

第２条 委員会は、至誠館大学（以下「本学」という。）において雇用され研究活動に従

事している者及び本学の施設や設備を利用して研究に携わる者（以下「研究者等」と

いう。）の研究活動に関して、学術研究の信頼性と公正性を確保し、基本的な研究倫

理の確保を図ることを目的とする。 

（審議事項） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議及び審査する。 

（1）研究者等が人を対象とする研究の実施計画のヘルシンキ宣言の趣旨に即した倫理的

観点からの審査に関する事項 

（2）前号で審査を行った研究の意見を述べるための調査並びに研究実施の適正性及び研

究結果の信頼性を確保するための調査に関する事項 

（3）研究者等の利益相反の審査に関する事項 

（4）研究倫理についての教育・研修並びに国内外における情報の収集及び周知に関する事項 

（5）その他研究倫理等に関する事項 

（研究倫理審査の対象） 

第４条 委員会は、人間を直接の対象とする研究に関して、本学の研究者等から申請さ

れた研究計画の内容を、ヘルシンキ宣言の趣旨に則し次の各号に掲げる事項に留意し

て、審査を行うものとする。 

(1) 研究活動等の対象となる者（以下「対象者」という。）の人権の擁護のための配慮 

(2) 対象者（必要のある場合にはその家族等を含む。）に理解を求め同意を得る方法 

(3) 研究活動等によって生ずる対象者への不利益及び危険性に対する配慮 

２ 委員会は、申請がない研究計画についても必要と認めたときはその申請を求めるこ

とができる。 

３ 委員会は、審査後に倫理的問題が生じたと客観的に判断できる場合には、倫理審査

の承認を取り消すことができる。 

（組織） 

第５条 委員会は大学の教育職員若干名をもって組織する。 

２ 前項の規定にかかわらず、学部長が必要と認めたときは、大学の教育職員以外の学

識経験者若干名を加えることができる。 

３ 委員は、学部長が指名する。 

 (任期) 

第６条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合

の後任の任期は、前任者の残任期間とする。 
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（委員長等） 

第７条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は学部長が指名する。副委員長は

委員長が委員のうちから指名する。 

２ 委員長は、委員会を召集し、その議長となる。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。 

（定足数及び議決数） 

第８条 委員会は、委員の過半数の出席によって成立し、審査の判定は、出席者の過半

数によって決する。 

２ 委員は、自己の研究計画に係る審査に参加することはできない。 

（申請の手続） 

第９条 研究計画の審査を申請しようとする者は、審査申請書（別紙様式１）に必要事

項を記入し、必要な場合は同意書（様式自由）を添えて、委員長に提出しなければな

らない。 

（審査の判定） 

第１０条 審査の判定は、次の各号に掲げる区分によるものとする。  

(1) 承認 

(2) 条件付承認 

(3) 変更の勧告 

(4) 不承認 

(5) 非該当 

２ 承認、条件付承認の場合は、研究活動等を実施することができる。ただし、条件付

承認の場合は、委員会の指示した条件に従わなければならない。 

３ 委員長は、判定結果を学長に報告しなければならない。 

４ 学長が必要と認める場合は、判定結果を公表することができる。  

（判定の通知） 

第１１条 委員長は、審査後速やかにその判定を、審査結果通知書（別紙様式２）によ

り申請者に通知しなければならない。 

２ 前項の通知に当たって、審査判定が、前条第１項第３号、第４号又は第５号の場合

は、その理由を記載しなければならない。 

（再審査） 

第１２条 申請者は、審査の判定結果に対し異義のある場合は、審査結果通知書を受領

した日の翌日から起算して２週間以内に再審査を請求することができる。 

２ 再審査の請求は、別紙様式３の再審査申請書により行わなければならない。 

（庶務） 

第１３条 委員会の庶務は、総務課において処理する。 

（雑則） 

第１４条 この規程の施行に関し必要な事項は、委員会の議を経て、学長が定める。 
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附 則 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 

制 定 平成２１年１０月 １日 （制定） 

この規程の施行により、最初に指名された委員の任期は平成２３年３月３１日までとする。 

改 正 平成２６年 ４月 １日（第１回改正） 

 平成３１年 ４月 １日（第２回改正） 

     令和 ４年１１月 １日（第３回改正） 

令和 ６年 ４月 １日（第４回改正） 

令和 ７年 ４月 １日（第５回改正） 
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別紙様式１（1~9 2P） 

             

受付番号        

 

至誠館大学倫理委員会審査申請書 

 

令和   年   月   日 

 

至誠館大学倫理委員会委員長 殿 

     

          申請者                      

所 属                     

           職 名                                       

 

至誠館大学倫理委員会規程に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

１．研究課題名  

２．研究活動等の期間 倫理委員会承認後 〜 令和    年    月    日 

３．研究責任者  (所属) 

４．共同研究者 
(所属) 

５．研究活動等の概要 

（1）研究活動等の目的 

 

 

（2）実施方法 

 

 

６.実施対象及び実施場所 

（1）実施対象 

 

 

（2）実施場所、所要時間等 
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７．精神的、身体的苦痛等が生じる恐れのある場合、その内容及びそれらに対する配慮、

対象者の拘束時間が長くなる場合、途中の休憩確保や時間短縮の工夫を記載してく

ださい。 

 

 

 

 

８．研究活動等における倫理的配慮 

(1) 研究活動等の対象となる者（以下「対象者」という。）の人権の擁護（個人情報の守

秘義務等）のための配慮 

 

 

 

(2) 対象者（必要のある場合にはその家族等を含む。）に理解を求め同意を得る方法 

 

 

 

 

(3) 研究活動等によって生ずる対象者への不利益及び危険性に対する配慮 

 

 

 

 

９．その他 

  （1）書類、電子ファイルの保管場所、管理方法、廃棄方法、廃棄時期等 

 

 

 

（2）研究活動等の結果の公表予定   

 

 

（3）研究者等の利益相反の可能性の有無    有 ・ 無 

 

 

備考 審査申請書の記載に関しては、次の点に留意すること。 

１. 各項目の記載は、できるだけ具体的かつ詳細に行うこと。 

２. 研究計画書があれば、それを添付することをもって項目５、６、７に代えることができる。 



6 

 

別紙様式２ 

 

至誠館大学倫理委員会審査結果通知書 

 

令和  年  月   日 

 

         殿 

 

 

                       至誠館大学長   

                           印 

 

 令和 年度第 回委員会（令和 年 月 日開催）において審査の結果、下記の

とおり判定されましたので、通知いたします。 

 

記 

 

１．受付番号   

２．研究課題名   

３．研究責任者                 （所属）  

４．判  定  承認 条件付承認 変更の勧告 不承認 非該当 

 

 条件付承認、変更の勧告、不承認、非該当の理由等 
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別紙様式３      

 

受付番号        

 

 

至誠館大学倫理委員会再審査申請書 

令和   年   月   日 

 

至誠館大学長 殿 

    申請者  所属 

                       氏名             印 

 

 至誠館大学倫理委員会規程に基づき、下記のとおり再審査を申請します。 

 

記 

１．研究課題名  

２．研究責任者 (所属) 

 

３．判  定 

 

 

 

 

  （審査結果通知受領日）令和   年   月   日 

 

 再審査申請の理由 

 


